
水田飼料作物利用供給契約書 
 

 

飼料作物供給者    鶴岡一郎   と、畜産農家    鶴岡二郎   とは、水田

において生産する飼料作物について、下記の条項により利用供給の契約を締結する。 

 

（飼料作物の種類） 

第１条 飼料作物の種類は、  イタリアンライグラス   とする。 

（生産面積） 

第２条 供給する飼料作物の生産面積は、  ７，９３０㎡   とし、生産ほ場は別紙

「水田飼料作物利用供給計画書」に記載のとおりとする。 

（供給量） 

第３条 供給量は、おおむね   ３，２００ｋｇ   とする。 

（供給時期） 

第４条 飼料作物を供給する時期は下記のとおりとする。 

令和  ８  年  ７  月  上  旬 

令和  ８  年  ９  月  下  旬 

令和     年     月     旬 

（協議） 

第５条 この契約に定めのない事項については、飼料作物供給者と畜産農家が協議のうえ

決定するものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、飼料作物供給者と畜産農家が記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

 

令和 ８ 年 ３ 月 １ 日 

飼料作物供給者 

住 所 鶴岡市○○○○○○ 

氏 名 鶴 岡 一 郎 

畜産農家 

住 所 鶴岡市○○○○○○ 

氏 名 鶴 岡 二 郎 

 
① 飼料作物を畜産農家に供給し、水田活用の直接支払交付金を申請する方 

・営農計画書「転作作物の出荷先」欄に、畜産農家名を記入してください。 

・本契約書の写しとともに、次頁の「水田飼料作物利用供給計画書（自家利用計画書）

兼播種実施報告書」を提出してください。 

② 飼料作物を自家利用し、水田活用の直接支払交付金を申請する方 

・営農計画書「転作作物の出荷先」欄に、『自家利用』と記入してください。 

・次頁の「水田飼料作物利用供給計画書（自家利用計画書）兼播種実施報告書」を提出

してください。 

本契約書は不要です。 
③ 飼料作物を栽培するが、水田活用の直接支払交付金を申請しない方（未収穫等） 

・営農計画書「転作作物の出荷先」欄に、『対象外』と記入してください。 

※ 飼料用米、ＷＣＳ稲、稲ＳＧＳ 

については、本契約書を提出する

必要はありません。 


